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（５）認知症地域支援推進員

厚生労働省ホームページ参照 

（６）認知症初期集中支援チーム

 認知症の人やその家族に対して、早めの診断や、適切な医療サービス・介護サービス等の

利用の支援を行います。医療・介護・福祉の専門職で構成されたチーム員が自宅へ訪問し、

一定期間（おおむね６か月以内）集中的に支援します。（上天草市地域包括支援センター内

に設置）（49ページ資料③参照） 

（７）認知症ケアパス

 認知症発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、

どのような医療・介護サービスを受ければいいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示

したものです。（50～53ページ資料④参照） 

（８）安全運転相談

 警察では、自動車等の安全な運転に不安のある高齢ドライバーやそのご家族からの相談を

受け付けています。 

 〇安全運転相談ダイヤル 「♯8080」 

 〇運転免許試験課安全運転相談係（試験関係） 

096-233-0116（内線441） 

  運転免許課安全運転相談係（更新関係） 

096-233-2229（直通）または096-233-0110（内線381、382）  

 〇上天草警察署 0964-56-0110   

 警察庁・熊本県ホームページ参照  

医療・介護等の支援ネットワーク構築 
●関係機関との連携体制の構築 

●認知症ケアパスの作成・普及    など 

関係機関と連携した事業の企画・調整 
●病院・施設等における処遇困難事例の検討及び個別支援 

●効果的な介護方法などの専門的な相談支援 

●「認知症カフェ」等の開設 

●認知症多職種協働研修の実施 

●社会参加活動のための体制整備 

 ・市町村が適当と認めた者による農業、商品の製造・販売、食

堂の運営、地域活動等の社会参加に対する支援 

 ・専門家を派遣する等、利用者に対する技術・専門知識の指導・

助言 

 ・マルシェ等イベントの開催支援     など 

相談支援・支援体制構築 
●認知症の人や家族等への相談支援 

●必要なサービスが認知症の人や家族に提供されるための調整 
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